
（2021年 12月 1日配信） 

 

新型コロナウイルス関連情報（第 101 報）：日本の水際措置（日本入国査証の効力の一時停止） 

 

●12 月 2日午前 0時（日本時間）、一部例外を除き、12月 2日より前に発給された日本入国査証（ビザ）の

効力を一時停止しました。 

●外国籍の配偶者またはお子様と共に年内にご帰国予定の方はご留意ください。 

 

１．ビザの効力の一時停止 

オミクロン株に対する対応として、本年 12月 2日午前 0時（日本時間）以降、12月 31日までの間、予防的

観点からの緊急避難措置として、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「外交」の在留資格を

取得する者（※）以外については、本年 12月 2日より前に発給された日本入国査証（ビザ）の効力を一時停

止しています。 

 

（※）以下 3カテゴリーのビザは、発給日にかかわらず引き続き有効です。 

・「日本人の配偶者等」 

 →ビザ券面上の表記は「(S)AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE」 

・「永住者の配偶者等」 

 →ビザ券面上の表記は「(S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT」 

・「外交」 

 →ビザ券面上の表記は「(D)AS DIPLOMAT」 

 

（※）日本人の配偶者や子であっても、12月 2日より前に発給されたビザが「短期滞在」（ビザ券面上の表

記は「(V)AS TEMPORARY VISITOR」）である場合には効力一時停止の対象となり、同ビザにより日本に入国す

ることはできません。 

 

２．今後のビザ申請の取扱い 

本年 12月 31日までの間、原則として、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「外交」の在留資格

を取得する方のみビザ申請を受け付けます。これらに該当しないものの 12月中に日本に入国する必要がある

外国籍者は、個別に当館領事班へお問合せいただくことになります。 

 

◎外務省 HP：国際的な人の往来再開による新規入国のための査証（ビザ）の申請 

（日本語）https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html 

（英語）https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html 

◎当館 HP：For people who plan to enter Japan from the United States 

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html#3 

 

※この領事メールは、DC・MD州・VA州の在留邦人の皆様へ配信しています。 

 

■在アメリカ合衆国日本国大使館  

住所：2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.  

電話：202-238-6700（代表）  

ＨＰ：https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

◎新型コロナウイルス関連情報はこちら 

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html 

◎領事メールのバックナンバーはこちら 

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_mail.html 
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